
特定非営利活動法人 ＤＰＩ（障害者インターナショナル）日本会議 
Japan National Assembly of Disabled Peoples’ International (DPI-JAPAN) 

 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-11-8 武蔵野ビル５F 

Tel: (03)5282-3730   Fax: (03)5282-0017 

E-mail: office@dpi-japan.org 

URL： https://www.dpi-japan.org 
2025 年 3 月 19 日 

厚生労働副大臣 

鰐淵 洋子 様 

総括所見を踏まえた障害福祉施策の実施に向けた要望と提案 
 

特定非営利活動法人 DPI 日本会議 

議長  平野 みどり 

 

日頃より障害福祉施策の推進のご尽力いただき、感謝申し上げます。 

 

2022 年国連障害者権利委員会の総括所見を踏まえ、入所施設や家族介護に頼ることなく、より一層地域移行を推進し、

障害のある人の地域生活がより充実したものになるよう、下記の要望と提案をさせていただきます。 

 

【最重要課題】 

１．重度障害者の地域生活を可能とするための国庫負担基準の見直しをしてください。 

自治体に大きな負担を強いることなく計画相談が尊重され、必要な人に必要なサービスを提供できるような国庫負担基

準にしてください。 

 

２．障害者支援施設の在り方検討会の設置に向けて 

（１）障害者支援施設の在り方の検討にあたっては、強度行動障害や療養介護を利用している重症心身障害者等も含め

た地域移行を進めるための検討会として議論ができるようにしてください。 

（２）上記の検討会には地域移行に取り組んでいる当事者（知的障害のある本人含む）、支援者等を委員に入れてくださ

い。 

（３）地域生活支援拠点等の拠点コーディネーターが権利条約及び総括所見に基づいて活動できるよう、制度の根本的

な在り方含めて議論してください。 

 

３．通勤や勤務時に介助等を確保するため就労支援特別事業と通学、就学時に大学等修学支援事業が実施されている

が、報酬単価の低さ、手続きの煩雑さなどにより円滑に利用できない状況もあることから実態調査を実施し、よりよい制度

に改善すること（最善策は重度訪問介護への一本化）。 

 

【重要課題】 

１．重度訪問介護はすべてが障害特有のサービスだと認めてください。 

重度訪問介護利用者が介護保険の対象になった際、現状では、移動支援のみが障害特有のサービスであるとされている

ため、いわゆる「65 歳問題」が後を絶ちません。これを解消するために重度訪問介護は居宅内のサービスを含めすべてが

介護保険にはない障害福祉特有のサービスであると認めてください。 

 

２．重度訪問の対象者および利用範囲の拡大（真のシームレス化を） 

（１）児童、行動関連項目 10 点未満の人も対象にしてください。 

（２）通勤・通学、就労・就学中も重度訪問介護をシームレスに使えるようにしてください。 

（３）入院中もヘルパー利用ができるよう、受け入れる医療機関側の理解を徹底してください。 

 



 

３．障害福祉サービスの自己負担を個人単位に 

障害福祉サービスの自己負担は初めは世帯収入で判断されていましたが、現在は本人と配偶者の収入で判断されてい

ます。親兄弟が外れたことは評価できますが、配偶者が残っているため、共働きの場合、障害福祉サービス（重度訪問介護

等）と地域生活支援事業（就労特別支援事業等）の両方の負担で 7 万円以上の負担になるケースもあり、障害者の結婚

や就労の足かせとなっています。 

 

４．福祉人材（介助者）の確保 

奨学金返済を肩代わりしたり、介護人材の家賃補助をしたりする仕組みおよび、外国人人材の採用など、自治体の取り組

みも参考にしながら国において介助者を確保するための方策を検討し、実施してください。 

 

５．住宅の確保策（改修含む） 

（１）障害のある人が住める住宅の確保するための家賃補助制度の創設してください。 

（２）防音設備等を強度行動障害の人ための住宅改修の費目として対象に加えてください。 

 

６．無年金障害者を解消し、障害者年金の支給額を見直すこと 

国民年金制度に加入できなかった在日外国人の無年金者への救済すること。また、稼働収入を得ることができない障害

者が支給された年金額でも生活を維持できる額へ見直すこと。 

 

7．喀痰吸引等を実施できる介護職員等を増やすための研修制度の見直しを 

（１）不特定者の対象研修（1 号・2 号）の見直しとして、3 号研修受講時に重複する項目を免除してください。 

（２）人材を育成するために事業所にかかる負担の軽減をお願いします。 

（３）実地研修指導者については、看護の報酬に連携加算があるように、指導加算のようなものを訪問看護事業所の報酬

として設定し、介護事業所間の不公平感、負担感の軽減を検討してください。 

（４）制度上の「これ（養成事業修了）に相当する医療者」とは、テキスト内で言われている「日頃からかかわる医療者」で

統一してください。 

以上 

  



添付資料 

 

雇用・労働・所得保障部会は、「障害のある人も共に働き、共に暮らすことのできる社会」の実現を目指し、日々活動して

おります。こうした取り組みの中で、厚生労働省におかれましては、「障害者の安定雇用・安心就労の促進をめざす議員連

盟（インクルーシブ雇用議連）」を通じ、議員の皆様だけでなく、市民とも連携を深めながら政策の推進にご尽力いただい

ていることに、心より敬意を表します。当会も、市民側の唯一の障害当事者団体として参画し、制度改革に向けた提言を重

ねております。 

私たち障害者が安心して働き続けるためには、単に雇用の場を確保するだけでなく、職場環境の整備や必要なサポート

が欠かせません。以下の２つの項目は、現場の声を整理したものです。これらについてご検討いただくとともに、秋頃に意

見交換の機会をいただければ幸甚に存じます。 

 

１．障害者が働き続けることができるために以下のとおり合理的配慮等を確保すること 
（１）現在、障害者雇用促進法に基づく職場介助者等の支援に関する期間の限定や住宅借上げ要件については、現実

的でないことから支援メニューの見直しを行うこと。 

 

（２）障害者が必要とする合理的配慮の確保に関する考え方と提供するためのプロセス及び差別やハラスメントに関す

る認識を高めるために以下の例を踏まえて具体的な事例を含む啓発教材を作成・配布及び研修の実施等により雇用

主や労働者への周知の徹底と実効性を高めること。 

 

  例１： 障害を理由とした差別及び侮辱的発言や不適切な職務配置。 

  例２： 合理的配慮の不履行（必要な情報保障や適切な労働環境が確保されていない）。 

  例３： 様々な状況を踏まえて合理的配慮を確保するための協議調整及び建設的対話を含めた具体例や確保方法。 

 

２．障害者が職場で感じている問題を解決するための相談・調整機能を強化すること 
（１）働いている障害者が職場で直面する問題に対する相談や支援及び調整機関が十分な対応ができていないことか

ら障害者が雇用され働き続けることができるための労働環境や勤務状況等に関して「ビジネスと人権」の視点も踏まえ

て実態調査と実効性のある相談及び調整機関を設置すること。 

 

（２）設置する相談及び調整機関については、国連の「国家機関（国内人権機関）の地位に関する原則（パリ原則）」に

基づき、人権侵害からの救済と人権保障を推進する権限が保障された政府から独立した機関とすること。 

 


